
議

設

松
に
鯨
じ
て
樗
庵
と
蹴
し
、
十
一
一
一
年
に
は
京
に
遊
ん

だ
0
.
姿
水
が
更
に
伊
勢
援
に
慨
ら
な
く
な
っ
て
貞
享

の
芭
蕉
翻
を
主
張
し
た
の
は
こ
の
後
の
こ
と
で
、
常

に
大
坂
に
来
往
し
、
明
和
七
年
に
俳
稽
諜
求
・
貞
享
正

風
勾
解
倖
替
、
安
永
二
年
に
蕉
門
一
夜
口
授
、
六
年
に

新
版
栗
な
ど
を
鍛
々
著
作
し
て
ゐ
る
。
瞬
年
は
金
棒

に
あ
っ
て
務
侯
前
回
軍
敬
に
中
綿
楽
を
偲
へ
、
御
隅
郎

防
を
以
て
待
遇
せ
ら
れ
た
。
天
明
三
年
十
周
十
四
日

夜
す
る
時
年
六
十
六
。
法
謹
賀
言
院
遺
客
。
大
莱
寺

山
に
抑
ら
れ
、
遠
山
墳
と
稽
し
た
が
、
後
人
之
を
金

揮
の
商
勝
寺
に
移
し
た
。
句
集
に
葛
儲
怖
が
あ
り
、
叉

稗
史
に
鐙
を
染
め
て
、
昔
日
北
華
録
・
奥
羽
録
・
続
々

本
邦
史
抱
・
琉
球
鹿
和
録
・
能
被
録
・
慶
長
中
外
侮
・
寛

永
南
風
間
縫
・
鹿
安
太
平
記
が
あ
り
、
純
箸
に
=
一
州
奇

談
・
越
廼
白
波
・
東
海
道
紀
行
等
が
あ
り
、
註
穣
に
は

資
生
流
路
曲
諺
解
禁
形
子
が
あ
る
。
一
子
陸
之
丞
は

能
大
夫
諸
橋
民
を
嗣
い
で
纏
泌
と
都
し
、
外
に
一
女

が
あ
っ
た
。
婆
水
の
波
後
門
人
等
迫
悼
の
句
集
を
編

し
て
阿
羅
屋
・
務
襲
掻
と
い
う
た
。

ホ
リ
ハ
ン
Z

モ
ン
掲
傘
右
衛
門
後
富
市
郎
に

改
め
た
。
実
正
十
一
年
前
回
利
家
に
仕
へ
て
千
ご
百

俵
を
奥
へ
ら
れ
、
十
二
年
弟
，
左
太
郎
と
共
に
末
森
役

に
戦
死
し
た
。
子
孫
務
に
世
襲
す
る
。

ホ
リ
ヒ
デ
ハ
ル
掘
秀
治
活
稽
久
太
郎
・
左
衛
門

督
。
父
は
秀
致
。
天
正
十
入
信
・
・
十
一
周
囲
日
交
の
諮

知
を
製
い
で
越
前
及
び
加
賀
江
沼
・
能
美
ご
郡
を
領

し
、
慶
長
ご
年
越
後
春
日
山
四
十
五
高
石
に
移
封
せ

ら
れ
、

E
保
二
年
夜
。
そ
の
子
越
後
守
忠
俊
の
時
、

慶
長
十
五
年
初
州
岩
城
に
諭
せ
ら
れ
た
。

ホ
リ
ヒ
デ
マ
サ
掲
秀
政
遺
稿
久
太
郎
。
初
め

江
州
佐
和
山
城
主
で
あ
っ
た
が
、
突

E
十
三
年
入
息

調
柴
秀
吉
か
ら
越
前
十
八
高
石
及
び
加
賀
江
沼
・
、
能

奨
二
都
入
千
六
百
九
十
一
石
二
斗
入
升
を
賜
は
旬
、

ホ
リ

北
，
庄
に
移
り
、
十
八
年
相
州
小
田
原
役
中
に
病
死

し
た
。ホ

リ
ヒ
デ
ミ
チ
掲
秀
趨
遁
抑
制
七
郎
兵
衛
。
抑
制

左
衛
門
督
秀
治
の
孫
で
、
越
後
守
山
ゆ
俊
殴
易
後
の
子

で
あ
る
。
寛
永
十
三
年
前
悶
利
常
か
ら
無
役
人
持
組

に
召
出
さ
れ
、
千
石
を
賜
は
り
、
延
制
民
六
年
に
夜
し

た
。
共
の
子
右
京
努
林
突
の
地
跡
を
織
ぎ
、
秀
林
の

子
主
馬
努
識
に
去
っ
て
、
事
保
九
年
減
刑
に
膳
せ
ら

れ
断
絶
し
た
。
七
郎
兵
衛
が
四
男
の
末
流
は
世
々
滞

に
仕
へ
た
。

ホ
リ
ヒ
デ

εツ
揖
秀
満
逝
稿
者
蹄
・
中
.
結
。
初

め
新
知
加
増
合
は
せ
て
八
百
石
ハ
内
二
百
石
奥
カ
知
〉

を
領
し
た
が
、
正
徳
一
一
一
年
交
右
京
努
林
の
治
知
千
石

ハ
内
二
百
石
奥
カ
知
〉
を
得
、
奥
誌
と
な
り
、
従
永
二

年
寄
合
組
に
班
せ
ら
れ
た
。
享
保
九
年
八
月
廿
一
日

四
十
歳
の
時
務
侯
前
回
吉
徳
の
跨
室
に
侵
入
し
て
直

諌
し
た
鑓
、
十
周
サ
七
日
十
五
人
扶
持
を
賜
号
て
、

能
菅
島
の
内
須
品
目
に
記
流
、
後
そ
の
地
で
夜
し
た
。

秀
識
は
鑑
建
と
脱
し
て
室
鳩
川
県
に
思
び
、
傍
ら
槍
術

を
醤
〈
し
た
と
い
ふ
。

ホ
日
ベ
キ
ユ
ウ
ア
ン
堀
部
休
廃
初
め
宇
習
慣
多

秀
家
に
仕
へ
た
歯
師
で
、
後
来
り
て
前
回
利
長
に
臣

事
し
た
。
子
養
叙
百
或
十
石
を
領
し
、
元
線
七
年
致

仕
。
そ
の
子
養
碩
の
時
真
に
百
石
を
加
ヘ
、
亭
保
七

年
=
一
居
間
成
。
次
代
養
竹
は
元
文
二
年
夜
。
次
代
養
叔

初
名
=
一
竹
は
ご
十
人
技
持
を
得
て
延
事
三
年
授
。
次

代
三
伯
は
ま
人
扶
持
を
受
け
た
が
、
早
慨
し
て
家
断

絶
し
た
。

ホ
日
ベ
ザ
タ
ザ
Z

号
ン
堀
部
作
左
衛
門
突
は

漏
兵
衛
。
元
職
丸
年
也
知
七
十
.
石
を
接
ぎ
、
事
保
ご

年
町
同
心
と
な
り
、
十
三
年
五
十
石
を
加
ヘ
、
元
文

ご
年
五
十
七
歳
を
以
て
残
し
た
。

ホ
リ
ベ
ヒ
ロ

εチ
堀
部
弘
渇
逝
梶
蕊
左
衛
門
。

大
場
探
元
の
子
で
、
鋼
部
主
太
夫
弘
壌
に
獲
は
れ
た

も
の
。
初
め
百
ご
十
石
を
領
し
、
安
永
八
年
五
十
石

を
加
へ
、
そ
の
職
は
表
御
納
戸
奉
行
よ
り
御
先
筒
顕

に
滋
ん
だ
。
亭
和
四
年
二
用
朔
五
十
八
歳
を
以
て
江

戸
に
mm
。

ホ
リ
ベ
ヤ
へ
Z

堀
部
摘
兵
衛
延
費
六
年
十
一

月
前
回
綱
紀
に
仕
へ
て
七
十
石
を
領
し
、
元
膿
八
年

夜
。
子
孫
制
綴
い
で
絡
に
仕
へ
る
。

ホ
リ
ベ
ヨ
ウ
ザ
揚
部
議
佐
休
庵
の
次
子
。
務

の
御
跨
耐
と
し
て
除
百
五
十
石
を
受
け
、
資
永
七
年

裂
し
た
。
歳
七
十
九
。
食
物
私
設
の
若
が
あ
る
。

ホ
リ
マ
サ
キ
掲
政
材
活
稽
四
郎
左
衛
門
、
幼

名
鎗
太
郎
。
天
保
四
年
熔
麹
組
に
班
し
、
旅
百
五
十

石
そ
受
け
、
明
倫
蛍
句
翻
師
・
殴
作
潜
行
・
郡
奉
行
・

馬
麹
純
番
顕
を
経
、
次
い
で
組
外
番
頭
を
以
て
前
田

隆
寧
の
近
習
を
綾
ね
、
凶
事
を
論
じ
て
館
援
の
義
を

鋤
め
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
是
を
以
て
元
治
元
年
間
際

単
退
京
の
事
あ
る
に
及
び
、
入
居
寺
西
要
人
の
邸
に

幽
せ
ら
れ
、
十
周
十
九
日
能
菅
島
に
繍
せ
ら
れ
た
。

そ
の
子
賞
次
郎
・
脅
次
郎
も
述
座
し
て
戒
に
嘗
て
ら

れ
た
が
、
齢
倫
幼
な
る
を
以
て
醤
〈
一
一
銅
預
と
な
っ

た
。
明
治
元
年
三
用
務
大
赦
令
に
よ
り
て
政
材
の
罪

を
散
し
、
二
年
十
周
族
籍
を
復
し
、
原
秩
三
分
の
ご

を
給
し
た
。
後
名
を
四
郎
と
改
め
、
務
更
と
な
り
、

跡
職
と
な
り
、
晩
年
鹿
島
郡
入
ヶ
崎
に
住
し
て
、
児

童
に
市
曙
を
授
け
、
サ
九
年
三
思
十
七
日
七
十
八
歳

を
以
て
捜
し
、
大
正
六
年
十
一
周
十
八
日
特
園
田
を
以

て
従
五
位
を
贈
ら
れ
た
。

ホ
リ
マ
ザ
タ
ケ
摺
正
武
遁
濡
隼
之
助
・
治
部
左

衛
門
。
初
部
正
建
。
兵
助
正
勝
の
養
子
。
質
永
ご
年
越

知
一
一
百
石
を
艶
ぎ
、
延
事
元
年
大
小
勝
組
に
避
し
、
大

銀
奉
行
に
任
じ
た
が
、
=
一
年
回
目
n
サ
四
日
節
前
か
ら

脱
出
し
た
枠
他
忠
太
の
震
に
夫
婦
共
に
殺
さ
れ
た
。

正
武
時
に
六
十
七
歳
。
他
忠
太
は
公
事
裁
に
牧
容
せ

ら
れ
、
四
年
十
周
廿
一
一
日
生
胸
に
鑓
せ
ら
れ
た
。

ホ
リ
マ
ザ
タ
ネ
掲
政
殖
謡
稽
久
米
之
助
・
才
三

郎
・
才
之
助
。
焚
六
郎
兵
衛
は
本
多
聞
醤
の
奥
力
で

あ
っ
た
。
政
殖
、
箆
保
一
一
年
七
月
前
回
宗
反
の
御
近

習
御
歩
並
と
し
て
四
十
俵
を
受
け
、
延
亭
ご
年
.
新
番
、

明
和
七
年
新
番
小
頭
百
去
十
石
、
天
明
五
年
五
十
石

を
加
へ
、
御
大
小
持
組
に
列
し
て
御
勝
奉
行
と
な
り
、

寛
政
五
年
組
外
に
縛
じ
、
文
化
六
年
去
月
十
ご
日
入

十
歳
を
以
て
授
。
子
孫
滞
に
世
襲
す
る
。

ホ
日
マ
ザ
タ
ロ
ウ
掲
政
太
郎
大
型
寺
の
人
民

間
一
政
の
ご
子
で
、
明
良
入
の
家
を
製
い
だ
も
の
。

明
治
初
年
金
揮
に
波
建
せ
ら
れ
て
、
西
洋
算
法
を
怨

び
、
鴎
郷
の
後
諸
暴
校
に
教
授
し
た
。
明
治
四
十
一

年
ご
月
十
七
日
夜
、
享
年
五
十
六
。

ホ
日
マ
ツ
堀
松
羽
咋
郡
婦
松
庄
に
臨
す
る
部

務
。
能
菅
名
跡
志
に
、
『
欄
松
村
は
閥
閏
何
某
と
て
十

村
役
あ
り
。
此
村
は
此
遜
の
瞬
に
て
飽
き
村
也
。
』
と

あ
る
。ホ

リ
マ
ツ
ク
シ
ダ
掲
松
串
因
調
咋
郡
の
醤
村

名
。
大
永
六
年
の
一
宮
枇
務
鴎
年
賀
米
銭
納
帳
に
、

『
ご
貰
参
百
文
、
期
松
串
間
村
か
っ
さ
』
と
あ
る
。
期

松
串
田
村
は
腹
絶
し
て
後
世
存
せ
ぬ
。

.
ホ
リ
マ
ツ
シ
ョ
ウ
堀
松
庫

m
羽
咋
郡
に
在
っ
た
。

承
久
三
年
注
趨
の
能
管
附
回
数
目
録
に
、
『
嫡
松
際
、

捌
町
二
段
宏
、
建
久
八
年
立
品
分
口
』
と
見
え
、
同
日

披
目
録
解
に
之
を
古
へ
の
神
戸
婦
の
内
で
あ
ろ
と
し

て
ゐ
る
。
叉
綴
貸
簡
集
所
載
文
永
十
年
十
一
周
十
四

日
の
文
書
に
は
、
そ
の
日
昔
赴
領
た
る
こ
と
が
記
さ

れ
、
後
世
亦
繍
松
庄
の
名
が
存
す
る
。

ホ
9
マ
ツ
シ
ョ
ウ
掲
松
産
羽
咋
郡
に
廊
し
、

務
政
時
代
で
は
、
期
松
・
清
水
今
江
・
苦
闘
・
梨
谷
小

山
・
火
訂
谷
・
矢
蔵
谷
・
前
代
・
川
尻
・
上
野
・
大
・
樟
・
小

七
五
九


